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二葉南元保育園

アスク新宿南町保育園

国
民

健
康

保
険

料
の

休
日

相
談

を
実

施
　

　
保
険
料
未
納
の
状
態
が
続
く
と
、

次
回
の
保
険
証
更
新
時
に
、
通
常
よ

り
有
効
期
限
の
短
い
保
険
証
や
資

格
証
明
書
に
切
り
替
わ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
差
し
押
さ
え
な

ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
相
談
と
保
険

料
の
支
払
い
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

【
開
設
時
間
】
午
前

9時
～
午
後

4

時

30分

【
開
設
場
所
・
問
合
せ
】
医
療
保
険
年

金
課
納
付
相
談
係
（
本
庁
舎

4階
）


（

5
2
7
3）

3
8
7
3・

4
5
3

0へ
。

※
火
曜
日
は
午
後

7時
ま
で
窓
口

を
延
長
し
、
相
談
・
納
付
を
お
受
け

し
て
い
ま
す
。

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て

世
帯

臨
時
特

例
給

付
金

申
請

受
付

窓
口

を
開

設

　
申
請
は
郵
送
の
ほ
か
、
区
役
所
第

1分
庁
舎
の
窓
口
で
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
休
み

ま
す
が
、

8月

24日

は
受
付
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。

【
開
設
時
間
】午
前

9時
～
午
後

5時

【
開
設
場
所
】
区
役
所
第

1分
庁
舎

1階
ロ
ビ
ー

【
区
の
担
当
課
】
臨
時
福
祉
給
付
金

等
対
策
室
（
本
庁
舎

6階
）

（

5
2

7
3）

4
3
5
1

災害関連情報・区政情報を即時に発信

アカウント名／新宿区区政情報課

区公式ツイッター shinjuku_info

区公式フェイスブック shinjuku. info

　
「
消
火
器
を
無
料
で
点
検
す
る
」な
ど
と

言
っ
て
自
宅
を
訪
問
し
た
業
者
に
、消
火
器

を
交
換
さ
せ
ら
れ
た
り
、長
期
間
の
リ
ー
ス

契
約
を
結
ば
さ
れ
た
り
す
る
被
害
が
発
生

し
て
い
ま
す
。「
消
防
庁
か
ら
来
た
」「
交
換

は
法
律
が
変
わ
っ
た
か
ら
、
費
用
は
国
が
負

担
す
る
」
と
い
っ
た
虚
偽
の
説
明
に
は
、
十

分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
事
前
に
勧
誘
電

話
が
か
か
っ
て
く
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

被
害

を
防

ぐ
ポ

イ
ン
ト

▼
突
然
の
訪
問
者
は
家
に
入
れ
な
い

　
不
審
な
電
話
に
は
出
な
い

　
や
む
を
得
ず
話
を
聞
い
て
も
、
少
し
で

も
お
か
し
い
と
感
じ
た
ら
、「
必
要
な
い
」

と
は
っ
き
り
断
り
ま
し
ょ
う
。

▼
契
約
前
に
周
り
の
人
に
相
談

　
言
葉
巧
み
な
勧
誘
を
受
け
て
も
、
相
手

の
ペ
ー
ス
に
は
ま
ら
ず
、
そ
の
場
で
書
類

に
サ
イ
ン
・
押
印
は
し
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
契
約
す
る
前
に
家
族
や
友

人
な
ど
の
意
見
を
聞
き
、
よ
く
考
え
て
か

ら
承
諾
・
契
約
し
ま
し
ょ
う
。

▼
困
っ
た
と
き
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ

　
契
約
内
容
が
よ
く
分
か
ら
な
い
と
き
な

ど
は
、
新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
契
約
後
で
も
解
決
に

向
け
て
お
手
伝
い
し
ま
す
の
で
、
で
き
る

だ
け
早
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
第

2分
庁
舎

3階
）

（

5
2
7
3）

3
8
3

0・
（

5
2
7
3）

3
1
1
0へ

。

　
現
在
は
仮
園
舎
（
本
塩
町

2、
旧
四

谷
第
三
小
学
校
）
で
保
育
を
実
施
し
て

い
ま
す
が
、

9月

1日

に
新
園
舎
に

移
転
し
ま
す
。

▼
二
葉
南
元
保
育
園

【
移
転
先
】
南
元
町

4

【

8月

31日

ま
で
の
電
話
番
号
】

（

3
3
5
7）

3
7
0
1

【

9月

1日

か
ら
の
電
話
番
号
】

（

3
3
5
1）

3
8
1
9

▼
ア
ス
ク
新
宿
南
町
保
育
園

【
移
転
先
】
南
町

20―

3

【

8月

31日

ま
で
の
電
話
番
号
】

（

5
3
1
2）

8
3
0
8

【

9月

1日

か
ら
の
電
話
番
号
】

（

5
2
2
5）

2
1
6
6

【
問
合
せ
】
保
育
園
子
ど
も
園
課
運
営

係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2
7
3）

4

5
2
5・

（

3
2
0
9）

2
7
9
5へ

。

　
現
況
届
は
お
子
さ
ん
の
養
育
状
況
な
ど
を
把

握
す
る
た
め
、
毎
年
提
出
し
て
い
た
だ
く
も
の

で
す
。

受
給
資
格
を
継
続
す
る
に
は
、
現
況
届
の
提

出
が
必
要
で
す
。
対
象
の
方
に
は
、
現
況
届
の
ご

案
内
を

7月
末
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。
届
い
て

い
な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

を
申
請
し
、
認
定
を
受
け
て
い
る
方

【
提
出
先
・
問
合
せ
】
証
書
と
必
要
書
類
を
お
持

ち
の
上
、
▼
児
童
扶
養
手
当
は

8月

29日

ま

で
、
▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
は

9月

10日

ま

で
に
子
育
て
支
援
課
育
成
支
援
係
（
本
庁
舎

2

階
）

（

5
2
7
3）

4
5
5
8・


（

3
2
0
9）

1
1
4
5へ
。

※
特
別
出
張
所
で
は
手
続
き
で
き
ま
せ
ん
。

　

ス
マ
ホ
ト
ラ
ブ
ル
の

　
予
防
と
対
処
法

【
日
時
】

9月

20日

午
前

10

時
～

12時

【
内
容
】
子
ど
も
が
ト
ラ
ブ
ル

に
遭
う
前
に
で
き
る
こ
と

（
高
橋
暁
子
／

I
Tジ

ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
）

※
託
児
が
あ
り
ま
す
（

2歳

～
未
就
学
児
）。

【
会
場
・
申
込
み
】
往
復
は
が
き

に

2面
記
載
例
の
ほ
か
参
加

者
全
員
の
氏
名
、
託
児
希
望
の

有
無（
希
望
す
る
方
は
お
子
さ

ん
の
年
齢
）
を
記
入
し
、

8月

25日
（
必
着
）
ま
で
に
淀
橋
第

四
小
学
校
（
〒

1
6
9・

0
0

7
4北

新
宿

3―

17―

1）

へ
。

【
主
催
・
問
合
せ
】
淀
橋
第
四
小

学
校

P

T

A・
栁
﨑

（

6
3

1
7）

1
6
2
5へ

。

第

4日
曜

日
の
区

役
所

本
庁

舎
窓

口
開

設

　
新
園
舎
へ
の
移
転
（
上
記
）

に
伴
い
、

10月

1日

か
ら

定
員
を
拡
大
し
ま
す
。

【
開
所
時
間
】
午
前

7時

15分

～
午
後

6時

15分

※
延
長
保
育
は
午
後

8時

15

分
ま
で
。
延
長
保
育
の
利
用

は
、
園
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
受
け
入
れ
月
齢
】
生
後

43日

以
上

【
募
集
人
数
】

▼

0歳
…

6名
、▼

1歳
…

4名

▼

2歳
…

3名
、▼

3歳
…

9名

▼

4歳
…

8名
、▼

5歳
…

12名

※

1歳
～

5歳
は
平
成

26年

4月

1日
現
在
の
年
齢
で

す
。

【
保
育
料
】
世
帯
の
課
税
額
と

子
ど
も
の
年
齢
に
応
じ
て
決

定【申
込
み
に
必
要
な
書
類
】

▼
所
定
の
申
込
書

▼
保
護
者
が
子
ど
も
を
保
育

で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
（
就
労
証
明
書
・
在
学
証

明
書
・
診
断
書
等
）

▼
平
成

25年
中
の
所
得
税
額

を
証
明
す
る
書
類（
源
泉
徴
収

票
・
確
定
申
告
書
の
控
え
等
）

【
申
込
み
】

10月
か
ら
入
園
を

希
望
す
る
方
は
、
必
要
書
類

を
お
持
ち
の
上
、

9月

10日


ま
で
に
保
育
園
子
ど
も
園

課
入
園
・
認
定
係
（
本
庁
舎

2

階
）（

5
2
7
3）

4
5
2
7・


（

3
2
0
9）

2
7
9
5へ

（
事
前
に
来
庁
日
を
電
話
予

約
）
。

※
す
で
に
他
の
保
育
園
に
入

園
申
し
込
み
を
し
て
い
る
方

の
希
望
園
変
更
と
転
園
希
望

も
、

9月

10日

ま
で
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
保
育
園
、
特
別
出
張
所
で
は

手
続
き
で
き
ま
せ
ん
。

※
申
込
書
は
同
係
、
区
内
の
認

可
保
育
園
・
子
ど
も
園
・
特
別

出
張
所
で
配
布
す
る
ほ
か
、
新

宿
区
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
か
ら
取

り
出
せ
ま
す
。

二
葉
南
元
保
育
園
で
新
入
園
児
を
募
集

　
取
り
扱
い
事
務

　
必
要
書
類
や
本
人
確
認
書
類
（
代

理
人
の
場
合
は
委
任
状
と
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
）
等
が
な
い
と
、

届
出
や
証
明
書
等
の
交
付
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
必

ず
担
当
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
他
の
機
関
に
確
認
が
必
要
な
手

続
き
な
ど
は
、
取
り
扱
え
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◎
住
民
記
録

▼
転
入
・
転
出
・
転
居
・
世
帯
変
更
の

届
出
（
前
住
所
地
の
区
市
町
村
に

確
認
が
必
要
な
場
合
は
手
続
き
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
国
外
か

ら
の
転
入
は
取
り
扱
い
ま
せ
ん
）
、

▼
外
国
人
住
民
の
住
居
地
届
（
在
留

カ
ー
ド
ま
た
は
特
別
永
住
者
証
明

書
（
在
留
カ
ー
ド
等
へ
切
り
替
え
る

前
の
方
は
外
国
人
登
録
証
明
書
）
が

必
要
）、
▼
住
民
票
の
写
し
、
住
民
票

記
載
事
項
証
明
書
の
交
付
（
請
求
で

き
る
の
は
、
ご
本
人
か
同
一
世
帯
の

家
族
の
み
。
広
域
交
付
住
民
票
の
写

し
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
）、▼

不
在
住

証
明
書
の
交
付
、▼
印
鑑
登
録
申
請
・

廃
止
の
届
出
、
▼
印
鑑
登
録
証
明
書

の
交
付
（
印
鑑
登
録
証
（
カ
ー
ド
）
が

必
要
）、 ▼
自
動
交
付
機
の
利
用
登
録

申
請
、
▼
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

申
請
・
交
付（
電
子
証
明
書
は
発
行
で

き
ま
せ
ん
）、 ▼

特
別
永
住
者
に
関
す

る
申
請
等

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
住
民
記
録
係

（
本
庁
舎

1階
）（

5
2
7
3）

3
6

0
1へ

。

◎
戸
籍

▼
戸
籍
届
書
の
預
か
り
（
届
書
の
内

容
確
認
等
は
翌
開
庁
日
に
行
い
ま

す
）
、
▼
火
葬
・
改
葬
許
可
証
、
区
民

葬
儀
券
の
交
付
、
▼
戸
籍
・
除
籍
・
改

製
原
戸
籍
謄
抄
本
、戸
籍
・
除
籍
全
部

（
個
人
）
事
項
証
明
書
、
戸
籍
の
附
票

の
写
し
の
交
付（
請
求
で
き
る
の
は
、

そ
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
と

そ
の
配
偶
者
、
直
系
血
族
（
関
係
が

確
認
で
き
る
書
類
が
必
要
）
の
み
）、

▼
身
分
証
明
書
、
不
在
籍
証
明
書
の

交
付

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
戸
籍
係
（
本

庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3
5
0

9へ
。

◎
国
民
健
康
保
険

▼
資
格
の
取
得
（
社
会
保
険
等
資
格

喪
失
証
明
書
が
必
要
。
扶
養
家
族
が

い
な
い
と
き
は
退
職
証
明
書
で
も
代

用
可
）、
▼
資
格
の
喪
失
（
職
場
の
健

康
保
険
証
が
必
要
）

※
外
国
人
の
方
は
、
在
留
カ
ー
ド
ま

た
は
特
別
永
住
者
証
明
書
（
在
留

カ
ー
ド
等
へ
切
り
替
え
る
前
の
方
は

外
国
人
登
録
証
明
書
）
と
パ
ス
ポ
ー

ト
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
国
保
資

格
係（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

4
1
4
6へ

。

◎
区
税

▼
納
税
・
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
の

交
付
（
申
告
等
に
よ
り
税
情
報
が
あ

る
方
の
み
）

【
問
合
せ
】
税
務
課
収
納
管
理
係
（
本

庁
舎

6階
）

（

5
2
7
3）

4
1
3

9へ
。

区
役
所
の
あ
っ
せ
ん
業
者
を

か
た
る
悪
質
商
法
に
も
ご
注
意
を

　
区
で
は
、
区
内
の
家
庭
・
事
業
所
向
け

に
、
防
災
用
品
・
消
火
器
・
住
宅
用
火
災

警
報
器
等
を
あ
っ
せ
ん
し
て
い
ま
す
。

　
区
の
あ
っ
せ
ん
に
便
乗
し
て
高
額
な

商
品
を
売
り
つ
け
る
な
ど
、
悪
質
な
訪

問
販
売
の
被
害
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

区
の
あ
っ
せ
ん
業
者
は
、
事
前
に
電

話
連
絡
の
上
、
伺
い
ま
す
。
区
で
は
、
訪

問
販
売
は
一
切
行
っ
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
危
機
管
理
課
事
業
推
進
係

（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

3
8
7

4・
（

3
2
0
9）

4
0
6
9へ

。
児童扶養手当・特別児童扶養手当

現況届の提出を

家
庭

教
育

学
級

８
月

24日
は

消
火
器
の
点
検
・
交
換

に
関
す
る

ト
ラ
ブ
ル
に
ご
注

意
を
！

9月1日から保育園舎が移転します
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24日

【
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間
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午
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～
午
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5時

【
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設
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所
】
区
役
所
本
庁
舎

1

階
（
国
民
健
康
保
険
・
区
税
証
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は
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に
臨
時
窓
口
を
設
置
）

※
本
庁
舎

1階
の
出
入
口
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

★
給
付
金
申
請
手
続
き
な
ど
の

　
お
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わ
せ
は
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宿
区
臨
時
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給
付
金
等

専
用
コ
ー
ル
セ
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【
開
設
期
間
】

12月

17日

ま
で

【
開
設
時
間
】午
前

9時
～
午
後

5時

（
火
曜
日
は
午
後

7時
ま
で
。

8月

24日

ま
で
は
土
・
日
曜
日
も
開
設
）

　


6月
中
旬
か
ら

7月
中
旬
に

　
申
請
し
た
方
へ

　
現
在
、
給
付
金
の
申
請
後
、
口
座

に
振
り
込
み
が
完
了
す
る
ま
で
、

1

～

2か
月
を
要
し
て
い
ま
す
。
手
続

き
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
お
詫
び

し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
専
用
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
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